
私立幼稚園教育振興補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は，私立幼稚園の教育条件の維持及び向上並びに私立幼稚園に在園する幼児に係る修学上の 

経済的負担の軽減を図るとともに私立幼稚園の経営の健全性を高め，もって私立幼稚園の健全な発 

達に資するため，私立幼稚園における教育に係る経常的経費について，私立幼稚園を設置する者に 

対し，予算の範囲内において私立幼稚園教育振興補助金（以下「振興補助金」という。）を交付す 

 るものとし，その交付に関しては，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規 

則」という。）に定めるほか，この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において「私立幼稚園」とは，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定 

する幼稚園のうち，学校法人立幼稚園以外の私立の幼稚園（子ども・子育て支援法（平成２４年法 

律第６５号）第２７条第１項の特定教育・保育施設の確認を受けた幼稚園を除く。）で，当該年度

の４月１日において現に存するものをいう。 

   

 （補助事業者の責務） 

第３ 振興補助金の交付を受けた者は，この要綱の趣旨を十分に認識し，教育条件の維持向上を図る 

とともに，合理的な運営によって保護者負担の軽減に努めなければならない。 

   

 （補助対象経費） 

第４ 振興補助金の補助対象経費は，次のとおりとする。 

  (1) 人件費（教員人件費及び職員人件費のうち本俸に限る。） 

  (2) 教育研究経費 

  (3) 設備費（教育研究用機器備品及び図書に限る。） 

   

 （振興補助金の額） 

第５ 振興補助金の額は，学則定員充足率及び園児納付金等により知事が別に定める額に当該年度の 

５月１日現在の園児数に，当該年度の１月における幼稚園の始業日に在園している，当該年度中に 

満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数を乗じて得た額以内とする。 

 

 （振興補助金の減額等） 

第６ 知事は，私立幼稚園を設置する者が次の各号のいずれかに該当するときは，第５の規定により 

算出した補助金額の全部又は一部を減額することがある。 

 （１）役員，教職員及び生徒間等において，訴訟その他の紛争があり，適正な学校運営が期しがた 

  いとき。 

  （２）銀行取引停止処分を受けるなど，財政事情が極度にひっ迫しているとき。 

  （３）法令の規定若しくは法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反したとき。 

  （４）国，県及び他の地方公共団体又は日本私立学校振興・共済事業団からの補助金又は貸付金に 

  係る条件等に違反し，その返還を請求されたとき。 

  （５）公租公課，日本私立学校振興・共済事業団若しくは県のあっせんに係る金融機関の借入金返 

  済又は公益社団法人宮城県私学退職金社団，一般社団法人宮城県私立幼稚園連合会退職手当資 

   金給付事業若しくは日本私立学校振興・共済事業団の納付金を相当期間滞納しているとき。 

  （６）振興補助金に係る報告又は届出について，その期限を著しく遅延したとき。 



  （７）振興補助金の申請書等に不実の記載をしたとき。 

 （８）前各号に掲げるもののほか，振興補助金の交付目的若しくは交付決定内容又はこれに付した 

  条件に違反したとき。 

 

 （交付の申請） 

第７ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，別記様式第１号によるものとし, 

その提出部数は１部，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

   

第８ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，次のとお 

りとする。 

  （１）理由書（保護者負担の軽減策を含め，具体的に記載すること。） 

 （２）事業計画書 

 （３）収支予算書（学校法人会計基準(昭和４６年文部省令第１８号)による資金収支予算書を原則と 

  する。） 

  （４）その他知事が定める書類 

 

 （交付の条件） 

第９ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

  事業計画の変更又は人件費，教育研究経費及び設備費に係る申請額を変更しようとするときは,    

 別記様式第２号により知事の承認を受けなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１０ 規則第１２条第１項の規定により，補助事業実績報告書（以下「報告書」という。）の様式は， 

 別記様式第３号によるものとし，その提出部数は１部とする。 

 

第１１ 規則第１２条第１項の規定により，報告書に添付しなければならない書類は，次のとおりとす 

る。 

 （１）実績内訳表 

  （２）支出計算書 

  （３）１個又は１組の取得価格が１０万円以上の設備については、契約書及び領収書の写し。 

  （４）その他知事が定める書類  

 

 （振興補助金の交付方法） 

第１２  振興補助金は，規則第１３条に規定する振興補助金の額の確定後に交付するものとする。た

だし，知事が補助事業遂行上必要があると認めるときは，規則第１５条ただし書の規定により概算

払により交付することがある。 

２  概算払で振興補助金の交付を受けようとする者は，別記様式第４号による振興補助金概算払請求 

  書を知事に提出しなければならない。 

 

 （決定の取消等） 

第１３ 知事は，規則第１６条第１項の規定により，振興補助金の交付の決定を受けた者が第６の各 

号のいずれかに該当するときは，交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

２  前項の規定は，補助事業について交付すべき振興補助金の額の確定があった後においても適用す 

ることがある。 

 



 （振興補助金の返還） 

第１４ 知事は，振興補助金の交付を取り消した場合において，補助事業の当該取消しに係る部分に 

関し，既に振興補助金が交付されているときは，規則第１７条第１項の規定により，期限を定めて， 

その返還を命ずるものとする。 

２  知事は，振興補助金の額を確定した場合において，既にその額を超える振興補助金が交付されて 

いるときは，期限を定めて，その返還を命ずるものとする。 

 

 （処分の制限を受ける財産） 

第１５ 規則第２１条第２号の規定により処分の制限を受ける財産は，１個又は１組の取得価格が 

 ５０万円以上のものとする。 

 

 （処分の制限を受ける期間） 

第１６ 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は，減価償却資産の耐用年数等 

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     附 則 

１ この要綱は，昭和５７年１１月６日から施行し、昭和５７年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助 

金にも適用するものとする。 

    附 則 

 この要綱は，平成１３年３月９日から施行し，平成１２年度予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は，平成１５年７月１日から施行し，平成１５年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助 

金にも適用するものとする。 

      附 則 

１ この要綱は，平成１９年７月１７日から施行し，平成１９年度予算に係る振興補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，振興補助金に係る予算が成立した場合に，当該振興 

補助金にも適用するものとする。 

      附 則 

１ この要綱は，平成１９年１１月２１日から施行し，平成１９年度予算に係る振興補助金に適用す 

 る。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，振興補助金に係る予算が成立した場合に，当該振興 

補助金にも適用するものとする。 

      附 則 

１ この要綱は，平成２７年７月２２日から施行し，この要綱による改正後の私立幼稚園教育振興補助 

 金交付要綱の規定は，平成２７年度予算に係る振興補助金に適用する。 

２ この要綱による改正後の私立幼稚園教育振興補助金交付要綱の規定は，次年度以降の各年度にお 

 いて，振興補助金に係る予算が成立した場合に，当該振興補助金にも適用するものとする。 

    附 則 

１ この要綱は，平成３０年４月２日から施行し，この要綱による改正後の私立幼稚園教育振興補助 

 金交付要綱の規定は，平成３０年度予算に係る振興補助金に適用する。 

２ この要綱による改正後の私立幼稚園教育振興補助金交付要綱の規定は，次年度以降の各年度にお 

 いて，振興補助金に係る予算が成立した場合に，当該振興補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，令和４年６月２９日から施行し，この要綱による改正後の私立幼稚園教育振興補助 

 金交付要綱の規定は，令和４年度予算に係る振興補助金に適用する。 

２ この要綱による改正後の私立幼稚園教育振興補助金交付要綱の規定は，次年度以降の各年度にお 

 いて，振興補助金に係る予算が成立した場合に，当該振興補助金にも適用するものとする。 


